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特集 月形町の幼児教育環境を考える

　みなさん、こんにちは。お久しぶりです。
約 2年ぶりの発行になりました。この間「議会だ
より」が充実し、議会全体の報告を通して私の活
動もをお伝えしてきましたが、いかがでしたか ?
　月形町では今、子ども達の未来に関わる問題が
浮上し決断が迫られています。情報を整理してお
伝えすることが議員の使命と思い、活動報告書を
発行することにしました。みなさんにも一緒に考
えて欲しいです。そして町に希望を伝えましょう。
　ご意見、ご感想など、お待ちしています。

　先日開催された平成２５年第
４回定例会の一般質問で『月形
町における幼児教育の課題と対
応』を取り上げました。それは
①大谷幼稚園の閉園で月形町の
　幼児教育環境が大きく変わる
②閉園後の子ども達の受入先が
　現段階で決まっていない
ことがわかり、不安と不信を抱
いたからです。
　質問するにあたって、この問
題の解決策を調査していたとこ
ろ、《花の里保育園の指定管理期
間》の問題にたどり着きました。
結果、月形町の幼児教育環境の
方向性決定を平成 26年 3月ま
での約 3ヶ月間で行わなければ
ならない状況だとわかりました。
　私からの一般質問で「方向性
はいつまでに出されるのか ?」
との問いに、町長と教育長は当
初「大谷幼稚園が閉園される平

成 27年度末までに課題が解決
できていればいい」と、悠長な
構えでした。今まで何の調査も
行っていないこと、方向性決定
までのスケジュールを検討して
いないことなども露呈しました。
　また、大谷幼稚園側が閉園公
表の 1年も前から町側と面談し
ていたことを認めながらも「本
気で閉園すると思っていなかっ
た。」として、「閉園を認識した
のは正式文書を持ってきた今年
の 11月 1日」と答えました。
閉園後の対策を何も打たなかっ

たことを正当化しています。
　一般質問は 1時間弱に及びま
した。制限回数を越える議論の
中、最終的に町長も教育長も状
況を理解してくれたのでしょう。
町長は「認定こども園を開設す
るかどうか、今年度中に方向を
出せるように努力する。」　また
「保護者の意向を、今年度中の早
い段階で聴けるよう検討する。」
と答弁してくれました。
　今、急ピッチで検討がなされ
ているようです。

一般質問から
見えた月形の
幼児教育環境

未来を一緒に考えましょう　

　この一般質問を通して『月形町における幼児教育の現状』を
関係者が共有でき、今回の情報を元にみんなで考えることができ
るようになりました。ただし、決定までに残された時間はわずか。
　この決定は月形町の未来につながっていきます。過去の事例の
ように行政が全てを決めて町民が受け入れるというパターンでは
なく、町民みんなが情報を共有して共に考えることが重要だと、
私は考えます。特に子育て世代のみなさんやこれから子育てする
みなさんは当事者。その他の町民のみなさんにとっても税金の使
　われ方や月形町の魅力につながることとして関心をお持ちの
　　ことでしょう。ぜひ一緒に考えていきましょう。
　　　　　情報共有のための詳しい情報は中面へ（→）

大谷幼稚園が平成 27 年度末（平成 28 年 3 月）で閉園します。そのあとは？

　大谷幼稚園が閉園するまで 2年
と少し。でも事態は待ったなし！
それは、子ども達の受け皿になる
であろう［花の里保育園］の指定
管理期間が今年度末（平成 26年
3月）で切れるからです。通常、
指定管理期間は 5年で、そのつど
業務内容と管理費用などを定めた
協定を結びます。次の期間も同様
であれば何ら問題ありません。

　しかし、今回の場合、次の指定
管理期間内に大谷幼稚園が閉園と
なるため、子ども達の受け皿を用
意しなければなりません。保育園
を《認定こども園》にするのなら
契約内容も費用も全く違ってくる
ので、新たに組み直した協定にな
ります。また、現行の指定管理者
（札親会）との継続でなく、新た
に公募することも考えられます。

　よって、次の指定管理期間は　
「保育園が今のままの姿でいられ
る間」だけとなります。それが 2
年なのか、それ以上なのか、それ
ともこのままずっと認可保育園の
まま（幼稚園児を受け入れない）
か、月形町の幼児教育環境をどの
うようにするのか、方向性が決ま
らなければ新たな協定は結べない
のです。

なぜ今年度中に結論が必要なの？

　［花の里保育園］を《認定こども園》
にする場合、町内全ての子どもを受
け入れるには設備が不足する。
　改修や増設の他、子育て支援を別
の場所で行うなどの検討も必要。
　また、保育内容の見直しも必須。
午前寝では共通利用時間内の教育活
動が確保できないのでは？

　町は知来乙小学校跡地を
NPO法人ファミリーサポート
聖十字広場に無償提供している
ことから、その活動を町民が
利用できない現状には問題が
ある。
　町民の利用で開かれた施設と
なり、知来乙地区も一層活性化
するのでは？

　ちらいおつ遊び塾［わくわくの杜］
の在園児は現在 64名。岩見沢市、
当別町、美唄市から通園している。
規定に縛られない特徴ある保育を実

践している上に、幼稚園に準ずる体制をとっ
ているので人気が高い。ただ、認可外保育施
設であることの不安はある。
　もし［わくわくの杜］が《認定こども園》
になった場合、安定感や安心感は増す。小学
校との連携も期待できる。

　［花の里保育園］は乳児保
育、所得割の保育料、公立
という安心感、保育園（福祉）
ならではの手厚い配置など、
［わくわくの杜］にはない特
徴を持っている。
　強みを生かすことで子育
て環境が充実する。

　町内では少人数での
教育や保育しかできな
いのが現状。幼児期だ
けでも大人数の中で子
育てしたいと願う保護
者は多いだろう。
　［花の里保育園］のみ
1ヶ所に集約するのか、
民間を活用するのか･･･

　幼児教育の
選択肢はたく
さんある方が
良いが、共倒
れは問題。

　ちらいおつ遊び塾［わくわくの杜］が
認定こども園になれば、設備や体制から
町内の 3歳～就学前の子どもを全て受け
入れることも可能かもしれない。
　もし仮に大部分が［わくわくの杜］に
移行した場合、花の里保育園は認定こど
も園になりながらも利用者は減少し、定
員を減らすことも可能になる。指定管理
料（町からの支払金）の引き下げにつな
がる可能性がある。

　ちらいおつ遊び塾［わくわくの杜］が町民
にも門戸を開いた場合、一定数の幼児が入園
すると思われる。町内の幼児教育の場が分散
され、［花の里保育園］が現状の設備のまま
で《認定こども園》になることも可能になる
かもしれない。保護者の
意向調査が重要。

　ちらいおつ遊び塾［わくわくの杜］
は民間なので、《認定こども園》になる
場合の手続き等は設置者が行い、町か
らの支出や手間はない。
　ただし認定申請時に町の意向調査が
あるので、月形町の方向性は重要。

　［花の里保育園］と［わくわくの杜］
がどちらも《認定こども園》になった
場合、同じ土俵で競い合うことになる。
　元来成り立ちが違うのだから、特徴
も違ってくる。お互いの強みを生かし
切磋琢磨することで、月形町の教育や
保育の質が向上すると思う。

方向性の選択肢は少ないながらも、検討項目は多岐にわたります。
今は何も決まっていない段階なので、私が思いつくまま書き連ねると･･･

　行政は町民の要望を聞き、現状を見て、
たくさんの検討課題を並べた上で議論して
結論を導いて欲しい。住民自治のために。



特集 月形町の幼児教育環境を考える

平成27年度末閉園が決まるまで
（一般質問から）

　月形町内には公立認可保育園［花の里保
育園］と私立幼稚園［大谷幼稚園］があり、
特に大谷幼稚園は来年創立 60周年を迎え

ます。戦後、幼児教育の必要性をいち早く感じた円福
寺の住職の奥さん（坊守）がお寺の境内で始めたのが
起こりで、孫子三代に渡って卒園した家族があるほど。
長年、月形町の幼児教育を担ってきました。町民の愛
着が深い幼稚園と言えます。

　その大谷幼稚園が少子化の影響などで経
営が厳しくなり、閉園を視野に入れ始めた
のは数年前。いよいよ閉園を覚悟し行政に

相談に行ったのは今から 1年前、立て続けに 3回も面
談をしていました。大谷幼稚園側が「月形町の幼児教
育の道筋をつけてから閉園したい」と強く願っていた
ことが汲み取れる事実です。その時、教育長は「閉園
は混乱を招くので、正式決定しないうちは口外しない
方がいい。」と助言しています。
　今年度に入ってからも数回の面談が行われました。
年度をまたいだことで閉園予定まで 3年間を確保でき
ない状況になり、このままでは 3歳児の行き場所がな
いと考えた幼稚園側から「数百万円の補助金があれば
1年延長できる」との提案がなされたとのこと。しか
し町側は「相談内容はその都度変化していたので、本
気で閉園するとは思っていなかった。」という感覚。結
局、何の善後策も検討されないまま時間だけが過ぎて
いきました。

　平成 26年度の園児募集の時期が迫って
いたことから、今年 11月 1日に幼稚園側
が町長に閉園に関する最終決定を文書で伝

えました。町長も教育長も「閉園の文書を持ってきた
11月 1日が、閉園を知った “初めての日 ”と認識して
いる。」と答弁しています。

大谷
幼稚園

閉園
相談

最終
決定

大谷幼稚園閉園後の受入先は ?
　この大谷幼稚園が平成 27年度末（平成 28年 3月）
に閉園することになり、急浮上してきた問題が【月形
町内に幼児教育の場がなくなってしまう】ということ
です。特に影響を受けるのは、来年度 3歳児となる平
成 22年 4月 2日以降に生まれた子ども達です。

　「幼稚園がなくなっても保育園があるよ
ね。」「保育園でも幼児教育をやっている
のでは？」「子どもの数も減っていること

だし、保育園で受け入れたら良いんじゃない ?」そう
いう声もあるでしょう。
　でも、残念ながら今の［花の里保育園］では全ての
子どもを受け入れることはできません。制度で【保育
に欠ける（＝親が働いていたり、介護などで保育がで
きない）子ども】しか入園できないのです。

　「だったら、知来乙小学校跡地を利用し
た、ちらいおつ遊び塾［わくわくの杜］
があるのでは？」「そこに入れればいいの

に。」という声もあるでしょう。
　しかし、今のところ［わくわくの杜］は認可外保育
施設＝無認可保育園。魅力的な保育をしていますが、
保育内容や小学校との連携で守るべき義務はなく、全
て設置者（NPO法人ファミリーサポート聖十字広場）
に任されています。残念ながら、今のままでは幼稚園
の代わりにはならないでしょう。

　う～ん、制度やしくみがわかりにくいですね。
なので、違いを表にまとめてみました。
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ゆみこの視点
閉園公表までに

打つ手はなかったのか？

施設名

設置者

区分

担当部署

入所対象者

教育や保育の内容
（規定）

（目的）

記録の作成
（入学に向けて）

大谷幼稚園

学校法人　月形大谷学園

幼稚園
文部科学省／教育委員会

3歳以上の幼児ならOK。

《幼稚園教育要領》
3歳以上の幼稚園入園児に
対する幼稚園の教育課程
の基準。

（3歳以上の）幼児を保育
し、適当な環境を与えて、
心身の発達を助長する。

教育課程のもと「指導計
画」「幼稚園幼児指導要録
」を作成

花の里保育園

公立＝月形町の指定管理
（社会福祉法人　札親会）

認可保育所
厚生労働省／住民課

保育に欠ける子ども。　
0歳～就学前。

《保育所保育指針》
保育に欠ける乳幼児の保
育所保育のガイドライン。
3歳以上の教育面は幼稚園
教育要領と整合性を図る。

家庭養育の補完。養護と
教育を一体に、豊かな人
間性の子どもを育成する。

保育計画のもと「指導計
画」「保育所児童保育要録
」を作成

保育所型
認定こども園

■3歳～就学前の子どもは
誰でも入園できる。
■保育に欠けない子（旧
幼稚園児）は短時間保育
（約 4時間）として入園。
預かり保育は検討項目。
■保育料は現行の所得割
（長時間保育部分）と定額
（短時間保育部分）か？
就園奨励費補助金はなし。
■午前寝ができるか ?

ちらいおつ遊び塾
［わくわくの杜］
NPO法人　ファミリー
サポート聖十字広場

認可外保育施設
厚生労働省／住民課

3歳以上の幼児ならOK。
現在月形町民は入園不可。

◎　なし

※独自に設置は可。

［わくわくの杜］は幼稚園
に準じた保育内容と目的
を持つ。

※義務なし。ただし独自
作成は可。［わくわくの杜］
は要録等の一部を作成。

地方裁量型
認定こども園

■今までと基本的に同じ
だが、道の要件を満たす
ので経営安定。内容充実。
■3歳～就学前までの子ど
もは誰でも入園可。預か
り保育や障がい児保育も。
■保育料は設置者が独自
に決める。就園奨励費補
助金はなし。
■町民が入園できるかは、
町の考え方と決断次第。

もし
《認定こども園》が

設置されるなら

幼児関連施設の比較　　　　　　（文部科学省・厚生労働省の資料と独自調査をもとに作成）

　幼稚園児の受け皿を月形町内につ
くるには、《認定こども園》の制度
があります。少子化対策などとして

進められているもので、３歳以上は誰でも入園
でき、幼稚園同様の幼児教育が受けられます。
花の里保育園も［わくわくの杜］も、要件を満
たせば《認定こども園》になることができます。
　ただし、《認定こども園》には色々な種類があ
り複雑です。制度に合わせ保育内容や教育内容、
行事、通園スタイル、保育料などの見直しが必
要です。右の表に特徴的な部分をまとめてみま
した（可能性のある形を想定）。なお、現状では
幼稚園特有の制度（就園奨励費補助金）はどち
らも受けられませんが、将来的には制度改革が
あるかもしれません。細かな部分は認定を受け
る前に検討、決定されます。
　この《認定こども園》を町内に設置するかど
うか、このとても重要なことを、実は今年度中
に決定しなければなりません。詳しくは（→）

認定こ
ども園


